
入 所 申 請 の ご 案 内 

令 和 ６ 年 度 

多摩市 学童 クラブ 

郵送申請 

日程：令和５年１０月５日（木）～１１月１日（水） 

※不足書類がある場合は１０月２７日（金）～１１月１日（水） 

日程：令和５年１０月５日（木）～１１月１日（水）※消印有効 

※不足書類がある場合は郵送申請はご利用いただけません 

場所：現在入所している学童クラブ 
日程：令和５年１０月２７日（金）～１１月１日（水） 
   ※１０月２８日（土）、１０月２９日（日）は除く 
時間：午前9時30分～正午まで 

 電話：338-6884(直通)・375-8111（代表） 

  ホームページ：https://www.city.tama.lg.jp/ 

前年度と変更点がありますので必ず内容をご確認ください。 

申請書類（学童クラブ入所申請書、家庭状況書、学童健康調査表、在職証明書等）も同封 

されています。ホチキスから外してご利用ください。 

学童申請 

窓口申請 

(市役所受付) 

ご申請にあたって 

電子申請 
(インターネット申請) 

場所：市役所第二庁舎会議室 

日程：令和５年１０月２７日（金）～１０月３０日（月） 

   ※１０月２９日（日）は除く 

時間：午前9時～正午・午後1時～5時  

   ※10月27日のみ10時から・10月30日のみ18時まで 
  

場所：児童青少年課窓口 

日程：令和５年１０月３１日（火）～１１月１日（水） 

時間：午前9時～正午・午後1時～5時 

※受付の詳細はＰ.６～７を、第２期以降の申請期間についてはＰ.８を参照ください。 

 多摩市ホームページ 

「令和６年度 学童クラブ 

  入所申請受付について」 



この他にも、習い事や祖父母宅、ひとりで留守番など、ご家庭の状況、お子さんの状況で

様々な放課後の過ごし方があります。ぜひ、親子でお話してください。 

放課後の居場所のご案内  

 

 

 
【費用】 

月額 ７千円(現時点) 

【対象】 

就労等の要件がある

原則１～４年生 

【開所日】 

原則、月～土曜日 

【開所時間】 

下校時～午後６時 

※学校休業日は午前 

 ８時から 

※延長育成（有料） 

 利用時は午後７時 

 まで 

 
☆両親ともフルタイ 

 ムで働いてます。 

☆ひとり親で看護学 

 校に通ってます。 

☆父親はフルタイム 

 母親は一日１０時 

 ～１６時、週４日 

 のパートで働き始 

 めます。 

【申請期間】 

 新年度の申請は例

年１０月下旬より開

始しています 

 
【費用】 

月額 ７千円(現時点) 

【対象】 

就労等の要件がある

１～６年生 

【開所日】 

原則、月～土曜日 

【開所時間】 

下校時～午後６時 

※学校休業日は午前 

 ８時から 

※延長育成（有料） 

 利用時は午後７時 

 まで 

 
☆３年生で普段は大 

 丈夫だけど、学校 

 が長期に休みの間 

 は一日が長いので 

 留守番が心配。 

☆勤務が９時～１４ 

 時で週４日です。 

☆５年生だけど、学 

 童クラブが必要。 

【申請期間】 

 原則、入所月の、

前月１０日前までに

申請してください 

 令和６年度は６月

１１日～７月１０日

の申請期間です。 

 
【費用】 

無料 

【対象】 

各小学１～６年生 

※一部学校で未実施 

【実施日】 

週１、２回程度 

【実施時間】 

下校時～午後４時 

※実施日と実施時間

は学校により異なり

ます。 

 
☆学校外で放課後を 

 過ごすのが不安。 

 

☆地域の大人と色々 

 な体験をしたい。 

【申込方法】 

 登録制による自由

参加です 

 参加を希望する場

合は、参加申込書を

各実施校に提出して

ください 

 
【費用】 

原則、無料 

【対象】 

０歳～１８歳 

【開館日】 

原則、月～土曜日 

【開館時間】 

原則、午前９時～ 

午後６時 

※館により異なる場 

 合があります 

★学校から直接来館 

 できる事業も実施 

 しています 

 
☆新１年生で友達が 

 まだいない。 

☆地域で好きな時間 

 で安全に遊ぶ場所 

 があるといいな。 

☆留守にする間、放 

 課後過ごす場所が 

 あると助かる。 

【利用方法】 

 はじめて利用する

時には、「児童館使

用者カード」の提出

が必要です 

 各児童館で配布し

ているので、登録し

てください 

児童館 
学童クラブ 
（通年入所） 

学童クラブ 
（8月一時入所） 

放課後子ども 

教室 



もくじ 



  

 

 学童クラブとは、保護者が仕事や病気入院等により昼間家庭にいない、小学校に就学

している の児童に対し、放課後、適切な遊びや生活の場を提

供して、児童の健全な育成を図る施設です。 

 日常生活の中で起こりうる様々な問題に対応しながら、一人で留守番ができ、困った

ときに自分で判断できるような生活力が身につくように支援しています。  

 

 育成時間は、下校時から午後６時までです。学校休業日（夏休み、冬休み、土曜日な

ど）は午前８時から午後６時となります。学童クラブでは午後５時には子どもたちだけ

で集団降所します。午後５時以降の時間を利用する場合は保護者の方にお迎えにきてい

ただきます。 

 午前８時～午前９時・午後５時～午後６時の時間を利用する場合は入所後に別途届出

が必要です。これを といいます。 

 また、モアサービスとして午後７時までの を実施しています。各学童ク

ラブにて別途申請が必要です。別途料金がかかります。 

学童クラブとは 

    

時間延長 

（朝延長） 
育成時間 

時間延長 

（夕延長） 

延長育成 

（モアサービス） 

（別途料金） 

午前８時 午前９時 午後６時 午後５時 午後７時 

※学童クラブでは児童の送迎はいたしません。保護者の責任で登降所をお願いいたします。 
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 入所の申請ができる方は、令和６年４月１日現在多摩市内に居住している

で、次の１～６までのいずれかに該当し、その児童の監護に当たること

ができないと認められる保護者です。 

 

 単年度毎の申請です。在籍中の方が優先されることはありません。 

 

 

  （次ページ「就労」要件等の最低条件に該当していること） 

 

 

  （出産の場合は出産月と前後２ヶ月の入所期限、心身障害は４級・４度以上） 

  ※育児休業取得中の場合は復帰を条件に受付します。詳細は次のページをご覧くだ 

   さい。 

 

 

 

 

 

  ※新４年生以上の保護者は求職中の要件では申請できません。 

  ※求職中での新年度申請は第四期申請受付期間以降（P.８参照）での受付となりま  

   す。        

  ※求職中の要件での申請は年度内１回限りです。 

 

 

 

 

 

 

１）児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められる場合。 

２）児童が学童クラブの管理上支障があると認められる場合。 

３）その他市長が入所を不適当だと認める場合。 

申請の要件 
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１．必要書類 

 

 

 

 

 

２．添付書類について 

 保護者（両親）の入所要件毎に、 に発行された証明書類の添付が必要 

です。以下の表を参照の上、必要な書類を添付してください。 

最低要件と必要書類 

要件 最低条件 提出書類 

就労 

・勤務時間が日中４時間以上 

・勤務時間が午後３時から午後５時の  

 いずれかの時間帯を含むこと 

・上記２条件を満たす勤務日が月１２日  

 以上 

・以上３条件をすべて満たすこと  

 

※育児休業中の場合は入所月の翌月１日  

までに復帰すること 

①在職（内定）証明書（児童青少年課指定様式） 

 ※複数勤務の場合は、全ての勤務先の在職証明書  

 を提出してください 

②日によって就労時間数や時間帯が変わる場合は、   

 ２カ月分のシフト表（就労内定は標準シフト）  

就学 

・通学していること 

（在宅での通信教育は不可） 

・日中４時間以上の授業時間 

・授業時間が午後３時から午後５時の  

 いずれかの時間帯を含むこと 

・上記３条件を満たす通学日が月１２日  

 以上 

・以上４条件をすべて満たすこと 

①入学許可証や学生証のコピー等、  

 就学（予定）している期間や所在地がわかる書類 

②時間割等就学の日数、時間がわかる書類 

疾病 ・入院又は自宅療養していること 

①診断書（児童青少年課指定様式） 

 または自立支援医療受給者証のコピー等 

  ※ 入院の場合は、診断書に期間を記入 

  
 

該当項目を選ぶだけで 

要件と必要書類が簡単に 

確認いただけます！ 

 

フォームはこちら→ 
https://logoform.jp/form/4N4o/294874 

要件確認用のフォームができました！ 
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障害 ・心身障害(４級・４度以上) 
①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健

福祉手帳のコピー等 

出産 ・出産月とその前後２ヶ月間 
①母子手帳の分娩予定日がわかるページの  

 コピー 

看護 
・ 

介護 

・親族等を常時介護・看護 

・月１２日以上介護・看護に従事 

・日中４時間以上 

・介護・看護している時間が午後 

 ３時から午後５時のいずれかの 

 時間帯を含むこと 

以上４条件をすべて満たすこと 

①看護・介護要件申告書（児童青少年課指定様式）  

②被看護・介護者の診断書（児童青少年課指定様式）  

 または要介護認定証、身体障害者手帳等のコピー 

※同居者の介護・看護をしていて、かつ通院の  

付き添い等で月12日以上外出して介護・看護 

している場合、そのことを証明する書類を提出  

してください。 

求職 

・求職のため常時外出していること  

（在宅での求職活動は不可） 

 

 

①ハローワークカードのコピー等求職していること

がわかる書類、または求職要件申告書（児童青

少年課指定様式） 

20歳以上65歳以下の

同居者がいる場合 

同居者の要件に該当する書類（前ページ参照） 

（提出は任意ですが提出がないと指数が減点となります） 

ひとり親家庭等 

※右記のいずれか 

一点（コピー） 

○ひとり親家庭等医療費助成制度のマル親医療証 

○児童扶養手当証書 

 （証書をお持ちでなくても受給資格がある方は、児童青少年課にご相  

 談ください。） 

○戸籍謄本 

○調停期日通知書（離婚調停中の場合） 

○弁護士等が発行する、離婚調停中であることを示す書類 

児童が特別支援学級・ 

学校に在籍(予定)の場合 

特別支援学級の場合：「在籍（予定）学級の照会について」 

特別支援学校の場合：学校が証明する通学証明書 

児童が右にあげる手帳を

所持している場合 

身体障害者手帳、愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳の写し  

（種・級の分かる部分） 

※ 会社等の都合により申請受付時に在職証明等の添付書類が揃わない場合は、各申請受      

  付期間の最終日から起算して１４日以内に提出することを条件に受付をいたします。 

※ 郵送申請の場合、提出書類がすべて揃っていない場合は受付できません。  

※ 内定証明書を提出した方につきましては、入所後２ヶ月以内に在職証明書等を提出し  

  てください。 
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申請から入所決定まで 

申
請 

審
査 

決
定 

申請書・証明書準備 

不足書類あり 

申請受付 

不足書類提出 

点数・優先順位決定 

第一希望の 

定員外 定員内 

第二、三希望の 

定員外 定員内 

入所決定・面談 入所保留 

★入所選考基準表に基づき、点数化 

 して入所の優先順位を決めます。 

※虚偽の申請があったと判明した場 

 合は入所申請を取り消します。 

 [詳細：P.２３～] 

★新規申請で、希望学童クラブの施設定員内に入った場合、親子面談があります。日程について 

 は、学童クラブからハガキや電話等でお知らせします。（※既に入所している児童は省略する場 

 合があります。） 

★入所の可否に関わらず、文書で結果を通知します。面談の連絡が来ても、入所決定ではありませ 

 んので、通知を必ず確認してください。 

不足書類なし 

★申請期間内に、入所申請の書類を 

 提出してください。 

 [詳細：P.６～] 
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インターネット・郵送での申請受付 

第一期の学童クラブ入所申請をインターネット・郵送でされる方は、次の通りお手続きくださ

い。（第二期以降についてはＰ.８をご参照ください） 

なお、申請内容に不備があり、児童青少年課からの確認の連絡に応じていただけない場合は入

所決定を行えない場合があります。 

 

 申請フォームについては、多摩市ホームページに掲載しています。下記URL、二次元コード

よりホームページにアクセスし「入所申請をする」の欄からお手続きください。 

インターネット申請の場合でも、在職証明書など、

必ずご自身の申請に必要な書類をご確認、ご用意し

たうえでご申請ください。 

   

  

    ※受付最終日の２３時５９分までに送信を完了 

 

 「インターネットでの令和６年度学童クラブ関係の申請について」 

 URL：https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008036/1012827.html 

 

 

 郵送で申請する方は、「郵送申請確認表」を同封し、下記宛先までご郵送ください。 

 郵送での申請が児童青少年課まで到着後、「学童クラブ入所申請受付兼不足書類について」

を送付いたします。申請から二週間を経過しても届かない場合は、児童青少年課にご連絡くだ

さい。 
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直接持参での申請受付 

 第一期の学童クラブ入所申請を窓口で行う方は、次の通りお手続きください。 

 申請書類の確認をさせていただきますので、お時間に余裕を持ってお越しください。 

 

 期間：令和５年１０月２７日（金）～ 令和５年１１月 １日（水）※２９日（日）は除く 

 時間：午前９時 ～ 正午 ・ 午後１時 ～ 午後５時  

    ※２７日（金）のみ午前１０時より開始、３０日（月）のみ午後６時まで実施               

 場所：多摩市役所 第二庁舎  

    ※１０/３１（火）～１１/１日（水）は児童青少年課窓口（市役所４階）         

 ※児童青少年課窓口での受付は、窓口が少なく大変混み合うことが予想されますので、 

 １０月３０日（月）までの申請をお勧めします。 

 

  

 

 現在学童クラブに入所されている新２年生以上の方で、令和６年４月以降も入所を希望される

方は、下記の期間で学童クラブでの申請手続きが可能です。 

 入所審査は単年度毎に行います。在籍者が優先されることはありません。兄弟姉妹関係での優

先はありません。 

期間：令和５年１０月２７日（金）～ 令和５年１１月 １日（水）  

    ※２８日（土）、２９日（日）は除く 

 時間：午前９時３０分～正午 

 場所：現在、在籍している各学童クラブ（申請書は、保護者の方がご持参ください。） 

 

※ 令和６年度に新規の入所申請者（未在籍の弟妹等）がいる場合は、学童クラブでの申請受付が 

  できませんのでご注意ください。 

 

こちらの 

建物です 

※１０月２７日～１０月３０日の期間は 

 市役所第二庁舎にて受付を行います。 

 申請会場をお間違えのないようお気を付け 

 ください。 
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第一期申請期間以降の受付 

 第一期の申請受付期間を過ぎた場合でも、４月入所分として３月１５日（金）まで引き続

き追加申請を受付します。ただし、定員を超えた場合等には、入所保留となります。 

※  

 

期 申請期間 決定通知発送時期 

第二期 令和５年１１月 ２日～令和６年１月１０日 ２月中旬 

第三期 令和６年 １月１１日～令和６年２月５日  ３月中旬 

第四期 令和６年 ２月 ６日～令和６年３月５日 ３月下旬 

第五期 令和６年 ３月 ６日～令和６年３月１５日 ３月末 

申請書類を窓口まで直接お持ちください。 

 受付時間：午前９時～正午・午後１時～午後５時 

      ※土曜・日曜・祝日、及び12月29日～1月3日は除く 

 受付場所：市役所４階 児童青少年課窓口 

 

 

手続き方法はＰ.６と同様です。 

 「インターネットでの令和６年度学童クラブ 

  関係の申請について」 

 URL：https://www.city.tama.lg.jp/ 

 kosodate/1008019/1008036/ 

 1012827.html 

※第五期は郵送不可 

 手続き方法はＰ.６と同様です。 

 宛先：〒206-8666 多摩市関戸６－１２－１  

    多摩市役所児童青少年課 

市役所4階 
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申請における留意点 

 

・4月入所の申請は、原則  

は、いつ提出していただいても  

 （例：第四期よりも第三期を優先します。第三期内では優先順位は変わりません。） 
 

・申請受付時に在職証明等の添付書類が揃わない場合は、各申請受付期間の最終日から 

 起算して に提出することを条件に受付をします。 
 

・現在

現在、学童クラブに在籍中であっても第三期申請受付期間以前で 

 は申請できませんのでご注意ください。 
 

・育児休業法に基づく 申請 

 可能です。また、令和６年5月2日以降の終了予定でも切り上げ予定であれば、申請  

 可能です。 

 

 

・申請書を提出した後に記載内容を訂正、及び変更する場合には、

訂正や変更がある場合には、児童青少年課までご連絡ください。

 

 

・提出した申請書を取り下げる場合には、「学童クラブ入所申請取り下げ書」を

に提出してください。取り下げ書は児童青少年課及び各学童クラブ 

 にあります。多摩市公式ホームページからのダウンロードも可能です。（郵送・イン 

 ターネット申請可） 

 

・学童クラブの希望を変更する場合は、「学童クラブ変更願」の提出が必要です。

 例①：第一期で申請し、第二期の申請受付期間に希望変更届を提出する場合。 

    →第一期での申請を取り下げて、第二期で再申請を行った扱いになり、 

     優先順位が変更されます。 
 

 例②：第一期で申請し、第一期の申請期間内に希望変更届を提出する場合。 

    →同一期間内のため、優先順位に変更はありません。 

 

 学童クラブ変更願は児童青少年課及び各学童クラブにあります。多摩市公式ホーム 

 ページからのダウンロードも可能です。（郵送・インターネット申請可） 
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審査方法 

【第一期・第二期に申請された場合】 

 ① の申請で各施設 します。 

 ②残りの１割に関しては、 で 

  合わせて審査をし、決定します。 

第一期申請 

定員の９割で入所決定 

第一希望に 

入所決定 
第二・三希望に 

入所決定 入所保留 第二期申請 

残りの定員１割を決定 

第一期、二期で申請した方の決定通知は２月中旬を予定 

 

 同じ申請期間内の審査においては、まず第１希望施設ごとに順位付けをし、第１希望につ

いて全施設審査をします。第１希望の方を全員受け入れてもなお定員に余裕がある施設につ

いては、第２希望の審査及び受入れを行います。第２希望の方を全員受け入れてもなお定員

に余裕がある施設については、第３希望の審査及び受入れを行います。 

 

 

 令和６年３月３１日までは、第１期・第２期以外は早く申請した期間順に優先されます。 

令和６年４月１日からは、申請した期間に関わらず、家庭につけた点数順に並び替えます。 

＜第一期・第二期申請における入所決定について＞ 
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年度途中の入所申請について 

８月入所の要件緩和について 

 年度途中に入所を希望される方は、 （土日祝日に当たる場合は翌開庁日）

までに申請されますと、翌月１日付入所の受付となります。ただし、希望施設が定員を

超えている場合等には、入所保留となることがあります。 

 

【受付方法】 

・インターネット・郵送申請 ※郵送の場合は前月１０日消印有効 

・窓口受付 市役所４階児童青少年課窓口 午前９時～正午・午後１時～午後５時 

 ８月一時入所として、８月１日から８月３１日の間の入所申請を受け付けます。 

 また、就労等での入所要件を「午前９時から午後５時までのいずれかの時間帯を含む

日中４時間以上の勤務時間等で、かつこの条件を満たす勤務等の日数が１カ月間に１２

日以上」とし、１～６年生の全児童まで申請を受け付けるよう緩和します。 

 

 

※通年入所保留中の場合は、定員に空きが出た段階で再審査を行うため、改めて８月入

所の申請をしていただく必要はありません。 

 

 

 令和６年６月１１日（火）～ 令和６年７月１０日（水） 

 ⇒ 決定通知は７月下旬に発送予定 

 

・インターネット ※６月１１日（火）より多摩市公式ホームページにて公開 

・郵送申請 ※７月１０日（水）消印有効 

・窓口受付 市役所４階児童青少年課窓口 午前９時～正午・午後１時～午後５時 
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入所申請後の変更について 

 入所申請後、申請内容に変更が生じた場合は、「 」により必要書類を添

付して届け出てください。各種書類は各学童クラブ、市役所児童青少年課、多摩市ホー

ムページから入手可能です。各学童クラブまたは市役所児童青少年課へ直接持参以外に

インターネット・郵送での提出も受け付けております。 

※入所保留の場合でも、各月の入所申請締切日ごとに再審査をして入所順位を決めま 

 すので、速やかに提出してください。 

以下は主な変更内容別の必要書類の例です。※その他詳細は、市役所児童青少年課へご確認ください。 

変更内容等 必要書類 入手方法 留意点 提出先・方法 
転職した 

新たに仕事を始めた 
① 身上等異動届（両面記入） 

学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 

保護者の就労が午後３時から午後５時までのいずれかの時間帯を

含む日中４時間以上で、かつこの条件を満たす勤務日数が１ヶ月

間に１２日以上に満たなくなった場合は、入所要件がなくなりま

すので、入所前は学童クラブ入所申請取り下げ書、入所中であれ

ば学童クラブ退所届を提出してください。 

学童クラブ 

児童青少年課 

郵送 

インターネット   

② 在職証明書 

職場が異動になった 

（勤務形態は変更がない） ① 身上等異動届（両面記入） 学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 
会社や勤務形態に変更が無い場合は在職証明書は必要ありませ

ん。 

仕事を辞めて 

求職中となった 
① 身上等異動届（両面記入） 

学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 

求職中での入所期間は３か月です。入所後3カ月以内に要件の変

更が無い場合は、退所となります。 

※４年生以上は求職中の要件はありません。 

※第４期以降のみ申請可能。 

※退職日を記入してください。 
② ハローワークカードの写し等 

  または求職要件申告書 

仕事を辞めて出産する 
① 身上等異動届（両面記入） 

学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 出産での入所期間は出産月と前後2ヶ月の計５ヶ月です。その後

要件の変更が無い場合は入所要件がなくなりますので、退所とな

ります。 ② 母子手帳等の写し 

 （出産予定日が分かるページ） 各自で 

ご用意下さい 
仕事はやめずに 

産前産後休暇を取得する 
① 身上等異動届（両面記入） 学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 
出産休暇が終了する月の翌々月までに復職証明書を提出して下さ

い。提出出来ない場合は、退所となります。 ② 復職証明書 

育児休暇を取得・延長する 
入所前：学童クラブ入所申請取り 

    下げ書 

入所後：退所届 
学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 
入所要件が無くなります。入所前は学童クラブ入所申請取り下げ

書、入所中であれば学童クラブ退所届を提出してください。 

就学した 
① 身上等異動届（両面記入） 

学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 
授業時間等が午後３時から午後５時までのいずれかの時間帯を含

む日中４時間以上で、かつこの条件を満たす就学の日数が１ヶ月

間に１２日以上に満たない場合は、入所要件がなくなりますの

で、入所前は学童クラブ入所申請取り下げ書、入所中であれば学

童クラブ退所届を提出してください。 

なお、在宅の通信教育等は該当しません。 
② 在学証明等（任意の書式） 

各自で 

ご用意下さい ③ 時間割等 

 （就学日数、時間がわかるもの） 

その他、当初申請理由から 
変更が発生した場合 

① 身上等異動届（両面記入） 
学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 要件毎に証明書類の添付が必要です。 

証明書類については、P3 ～ P4をご確認ください。 
② その理由が証明できる任意の書類 各自で 

ご用意下さい 
転居した ① 身上等異動届 学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 
家庭状況書の記入は不要です。 

希望する学童クラブを 

変更したい ① 学童クラブ変更願 
学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 

【年度当初申請】 

学童クラブの希望を変更する場合は、変更が発生した時点での再

受付の扱いとなります。 

【年度途中申請】 

毎月10日までの提出で翌月1日からの変更受付となります。 
学童クラブの申請を 

取下げる（入所前） ① 学童クラブ入所申請取り下げ書 学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 
入所予定月の前月末までに提出してください。 

学童クラブを退所したい ① 学童クラブ退所届 学童クラブ 

児童青少年課 

市公式HP 
退所したい日が属する月の20日までに提出してください。 

口座の登録をしたい ① 多摩市学童クラブ費及び学童クラ 

  ブ延長育成料預金口座振替依頼書 
学童クラブ 

児童青少年課 
初めて入所するお子さんは、口座登録が必要です。兄弟姉妹で

も、各お子さんごとに登録が必要になります。必要事項を記入の

上、各金融機関へ直接お持ちください。 
各金融機関 

【郵送不可】 
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学童クラブ費・延長育成料について 

  

 学童クラブ費は、学童 です。 

 料金は現在 です。料金が改定となる場合には、別途ご通知等でお知らせ 

します。

＜月額利用と日額利用の比較表＞ 

学童クラブ延長育成（モアサービス）は、時間延長に加えてさらに延長を希望するご家庭に 

ご利用いただくものです。 

 対象は、就労時間や通勤時間等の事情により、午後６時以降も学童クラブでの育成を必要と

していて、

 

 学童クラブ延長育成料は、学童 です。 

 料金は現在 です。料金が改定となる場合には、別途ご通知

等でお知らせします。

 月額利用 日額利用 

利用 

料金 

月 ２,５００円 日 ５００円 

利用実績がなくても定額 
使った日数分だけ清算（上限なし） 

※午後６時を過ぎた時点で 
料金が発生します。 

減免 あり なし 

申込 
方法 

【開始】利用開始月の に申請 
例）７月から利用したい：６月２０日までに申請 

利用の都度に申請  
【辞退】利用を辞める に手続 
例）７月いっぱいで辞める：７月末日までに手続き 

支払 
方法 利用月の翌月末に納入 月でまとめて、利用月の翌月末に納入 

利用例 恒常的にお迎えが午後６時を超える場合など 急な残業、通勤手段の遅延など 

口座振替による納付をお願いします。月末に登録された口座からの引き落としを行います。 

口座振替依頼書は入所決定通知に同封いたします。必要事項を記入の上、金融機関へ直接お持ち

ください。 

※ 特別な事由により口座振替ができない場合は、納付書での納付も認めています。 
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減免について 

 

生活保護 

（全額免除） 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条 

第１項に規定する被保護者。 

学童クラブ費等減免申請書 

住民税非課税 

（全額免除） 

児童と生計を一にしている者の全員の住民税が 

非課税である場合。 

（同居し、生計を一にする親族等がいればその方

も該当する場合） 

複数人入所 

（５割減額） 

生計を一にする世帯において児童が２人以上学童 

クラブに入所している場合。 

※上のお子さんから順に適用いたします 

就学援助 

就学奨励  

（５割減額） 

A～Cのいずれかに該当する場合。 

A 多摩市教育委員会へ就学援助の申請を行い、 

  準要保護に認定された場合。 
 

B 多摩市教育委員会へ就学奨励の申請を行い、 

  減免適用の区分で認定された場合。 
 

C 東京都教育委員会へ就学奨励の申請を行い、 

  支弁区分第１段階に認定された場合。 

①学童クラブ費等減免申請書 

②当該年度の認定通知書の写し 

※認定の結果通知は、例年８月以

降に各教育委員会から発送されま

す 

 

 次のいずれかに該当する方は、「学童クラブ費等減免申請書」を提出していただくと

学童クラブ費と延長育成料（月額利用のみ）の減額・免除を受けることが出来ます。
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退所について 

 学童クラブを退所する場合は、 （日曜祝日に当たる

場合は翌開庁日）までに退所届の提出が必要です（例：７月いっぱいで退所したい場

合、７月２０日までに提出）。退所届は在籍学童クラブから貰うか、多摩市ホームペー

ジからダウンロードして下さい。また、インターネット・郵送でも手続き可能です。 

 

入所後の取消について 

次の場合は、退所していただくことがあります。 

・ 入所資格がなくなったとき 

・ 恒常的に月の半数以上の出席ができないとき  

・ 学童クラブ費または学童クラブ延長育成料を３ヶ月以上滞納したとき 

・ 保護者が虚偽の入所申請をしたとき 

・ 塾·習い事等へ大半通うなど学童クラブの必要性がないと市長が認めたとき 

・ 疾病やその他の事由により集団生活に適さないと市長が認めたとき 

・ 学童クラブの管理上支障があると市長が認めたとき 

その他のお知らせ 

※多摩市では、市内の保育園・幼稚園を運営している社会福祉法人に学童クラブの運営 

 業務委託を行っています。 

 

※ 学童クラブでは児童によりよい育成指導や環境を提供するため、専門の関係機関等と 

 積極的に情報交換を行っていきます。 

 

※ 東落合小学童クラブについては、適正な在籍数確保等のため、優先性を有する地域を 

 指定させていただきます。 
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Q＆A 

学童クラブの申請は、小学校の通学区域内の施設しか申請できないのですか？ 

 学童クラブは、小学校の学区外の施設でも申請することができます。地域によっては待機児童が

発生している現状もありますので、第二希望・第三希望を含めてご検討ください。ただし、学童ク

ラブはお子さんが自力で通うこととなります（職員の送迎はありません）ので、お子さんの状況に

応じて判断してください。 

 現在学童クラブに上の子が在籍しています。来年度は下の子も小学生になるのできょうだいで申

請する予定ですが、きょうだい関係での優先はありますか？上の子は今在籍できているので来年度

も在籍できますか？ 

 学童クラブは保育所等と異なり、兄弟姉妹関係での優先はありません。また、在籍児の優先もあ

りません。学年が上がるごとに基本点が下がっていきますので、第一希望の学童クラブに入所でき

る可能性は低くなります。第三希望まで含めて検討してください。 

 希望施設をたくさん書いたり、逆に１施設しか書かなかった場合に、優先されたり不利になったり

しますか？また、申込の際に「嘆願書」などを提出すれば、入所選考の際に考慮してもらえますか？ 

学童クラブの希望順位は、審査に関係あるのですか？ 

 多摩市の入所審査では、学童クラブの希望の数によって優先されたり、不利になったりすることは

ありません。また、嘆願書等を考慮することはありません。また、保育所等と異なり、希望順位の低

い施設への決定を辞退したことによる減点等もありません。 

 学童クラブの希望順位は、審査において重要な関係があります。 

 学童クラブの入所審査は、①申請期間内に申請された方を第一希望ごとに順位づけをして、②第

一希望の方について全施設審査をします。③第一希望の方を全員受け入れてもなお定員に空きのあ

る施設については、第二希望の審査及び受入れを行います。④第二希望の方を全員受け入れてもな

お定員に空きのある施設については、第三希望の審査及び受入れを行います。 
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 現在就学相談を受けていて、まだ通学予定の小学校が確定していません。学童クラブの希望はどの

ように出せばいいですか？ 

 教育委員会の指定する期限までに就学相談の手続きをしていて、小学校が確定していないお子さん

については、個別に対応しています。受付時に必ず担当者に申し出てください。インターネット・郵

送での申請も受付しているところですが、なるべく窓口で申請いただきますようご協力をお願いしま

す。 

同居者の範囲はどこまでですか？住民票上世帯が別の場合は、別居ですか？ 

 入所審査に関しては、住民票上の取扱いに関わらず、同じ住所に実態として住んでいれば同居とみ

なします。２０歳以上６５歳以下の同居者に関しては審査の対象になりますので、入所要件に該当す

る書類の提出がないと、指数が減点となります。ただし、二世帯住宅で玄関や共有スペースの分離を

しており、居宅内で行き来ができない場合は別居とみなしますので、申請時に担当者に申し出てくだ

さい。なお、学童クラブ費の免除申請にかかる同居者の取扱いについては、別途児童青少年課までお

問い合わせください。 

 現在、学童クラブ費に未納がありますが申請はできますか？ 

 学童クラブ費等に未納のある場合は申請を受け付けません。また、申請受付後に未納が判明した場

合は入所の決定を致しません。 

 未納がある方は早急に児童青少年課までご相談ください。 

 就労の最低要件にある「勤務時間が午後３時から午後５時のいずれかの時間帯を含むこと」とは午

後３時まででもよいのでしょうか？ 

 「勤務時間が午後３時から午後５時のいずれかの時間帯を含む」とはこの時間帯のうち、いずれか

の時間を含むことという意味です。そのため、午後３時まででも勤務の時間帯での最低要件は満たし

ます。 

 なお、上記要件以外に勤務時間が日中４時間以上を満たす日が月１２日以上あることも就労の最低

要件になっておりますのでご注意ください。 
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 令和５年１１月の時点では仕事をしていませんが、令和６年４月から仕事を開始する予定です。 

年度当初の申請はできますか？ 

 年度当初申請（令和６年４月入所分）で入所申請ができる方は、令和６年４月からの就労が決まっ

ている方です。就労予定の事業所から在職（内定）証明書が発行できる場合は申請できますが、口頭

等で就労内定していても事業所が書面で証明できない場合は申請できません。４月からのお仕事が決

まっておらず、「求職」の要件で申請される場合は、申請時期が第四期からとなります。 

 他市から多摩市へ転入予定です。引越し後でないと学童クラブの申請はできませんか？ 

 入所予定月までに多摩市に転入予定で、既に多摩市での住所が決まっている場合は多摩市民と同

様に申請をすることができます。  

 第一期に入所申請をしましたが、令和６年２月末に引っ越すことが決まり、小学校も転校するこ

とになりました。学童クラブの希望変更をしたいのですが取扱いはどのようになりますか？ 

 希望変更については、変更を行った時点で再申請という扱いになります。 

 例えば、第四期の申請期間内（令和６年２月６日～令和６年３月５日）に希望変更の手続きを

行った場合、第一期の申請は無効となり、第四期で改めて申請を行った取扱いとなります。 

 第四期で改めての審査を行いますので、第四期の時点で希望の学童クラブに空きがない場合、入

所することはできません。希望変更が必要なことがわかった時点でなるべく早く申請してくださ

い。 

 また、あらかじめ転居することがわかっている場合は、令和６年４月に居住している住所等の状

況で申請し、担当者にその旨をお伝えください。 

 多摩市教育委員会から区域外通学の許可申請をしていて、許可される見込みであれば申請できま

す。別途提出していただく書類がありますので、申請時にご相談ください。 

 令和５年１１月現在、多摩市外に住んでいて、令和６年９月に転入予定です。新１年生になる子

どもがいて、学校は令和６年４月から多摩市内の小学校に入学します。この場合、申請はできます

か？ 
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 会社から在職証明が発行されるまで１ヶ月かかる見込みだと言われました。学童クラブの入所申請

に在職証明が間に合わないのですがどうしたらいいですか？ 

 在職証明書等の各種証明書の発行が受付日に間に合わない場合でも、まずは申請期間中に申請書

類をお持ちください。勤務時間・勤務日数等の要件を申請書の家庭状況書で確認し仮受付します。

ただし、受付締切日から起算して１４日以内に在職証明書が児童青少年課に提出できない場合は各

指数の最低ランクとし審査するので、必ず締切日から14日以内にご提出ください。 

 (例) 確認できない場合 ： 居宅外労働で申請の場合等は-4、疾病等で申請の場合は-５ 

 会社に「保育園と学童クラブの2枚の在職証明は出せない」と言われてしまいました。どうしたら

いいですか？ 

 本来であれば、保育所等と学童クラブの入所審査は審査基準も異なることから、それぞれ提出いた

だくのが原則ですが、都合により2枚以上の取得が難しい場合は、多摩市保育所等の就労証明書（多

摩市様式）のコピーで代用することを認めています。この場合、証明書の原本は必ず多摩市子育て支

援課に提出いただき、コピーを学童クラブの入所申請書に添付して提出してください。（学童クラブ

の様式は、保育所等の申請では使えません）なお、保育所等の在職証明書では不足の点がありますの

で、状況によって追加の資料提出をお願いすることや、事業所に確認を取らせていただく可能性があ

りますのでご承知おきください。 

 また、疾病等要件や看護・介護要件で申請される際の診断書についても同じ取扱いです。子育て支

援課に既に提出済みの在職証明書や診断書を、児童青少年課でコピーをとることはできませんので、

必ず申請者の方がコピーをご用意ください。 

 夫が単身赴任なのですが、在職証明には会社にどのように記入してもらえばいいですか。 

 多摩市学童クラブ申請用在職（内定）証明書・内職等就労申立書を提出される場合は、勤務先に

「単身赴任」の項目に記入して頂いてください。多摩市保育所等の就労証明書（多摩市様式）のコ

ピーで代用する場合は、勤務先に単身赴任であることを証明する書類を別途作成して頂いて、ご提

出ください。 

 入所予定月までに勤務時間や勤務日数が増減する予定のある方は、在職証明書の上段には現状の勤

務日数・勤務時間を記入し、備考欄に変更後の勤務日数・勤務時間を記入していただき、申請時に担

当者に申し出てください。記載があった場合は、変更後の日数・時間で指数をつけます。 

 今は幼稚園に入っていて午前中までの仕事ですが、令和6年４月からは同じ会社で勤務時間を延ば

して働く予定です。在職証明はどのように書いてもらえばいいですか？ 
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 育児休業を取得中で、会社の規定上令和６年５月31日まで取得できることになっています。下の

子の保育園を申請し、令和６年4月入所ができたら切り上げて職場に復帰する予定です。学童クラブ

は令和６年4月入所の申請はできますか？ 

 学童クラブは、①育児休業法に基づく育児休業を取得中で、②令和６年5月1日までに復職（切り

上げて復職予定の方も含む）の両方を満たす方は、令和６年4月分の入所申請をすることができま

す。申請時点で保育所等の入所が決まっていなくても、申請できます。ただし、学童クラブは育児

休業中の方は入所要件に該当しないため、育児休業から復帰する予定で申請し、期日までに復職で

きない場合は申請を取り下げていただきます。 

 現在育児休業中で、令和６年8月2日復帰予定です。会社の規定上、育児休業の切り上げはでき

ませんが、いつの入所分から申込みできますか？ 

 令和６年8月1日入所分から申請可能です。育児休業期間中の場合、入所月の翌月1日までに職場

復帰していただくことが申請の条件となります。ご質問の場合、前々月11日から前月10日の期間中

に申請してください。ただし、定員に空きがない場合は入所はできません。 

 学童クラブ在籍中の、出産の考え方と手続を教えてください。 

 産前産後休暇の期間中は、就労要件として扱います。育児休業を取得せずにそのまま職場復帰する

場合は、その後も継続して入所することができますので、産前産後休暇に入ることがわかった段階

で、「身上等異動届」を提出し、出産予定日と会社を辞めないことをお知らせください。出産休暇が

終了する月の翌々月までに「復職証明書」の提出が必要です。 

 

 産前産後休暇の期間中は、就労要件として扱います。育児休暇は入所要件に該当しないため、産前

産後休暇終了日の属する月の末日で退所となります。退所となる月の２０日までに「退所届」を提出

してください。 

 

「就労要件」から「出産要件」への変更が必要となります。出産要件の場合、出産予定月とその前

後2ヶ月間は在籍することができます。会社を辞めることがわかった段階で、「身上等異動届」と

「母子手帳の出産予定日がわかるページのコピー」を合わせて提出してください。 

出産後に就労を開始しない場合は、出産月の2か月後で退所となります。退所となる月の２０日まで

に「退所届」を提出してください。 
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 大松台小学童クラブと第一小学童クラブはそれぞれ学童クラブの中で希望をとっていますが、各

施設の違いを教えてください。 

 東寺方小学童クラブ・第一小学童クラブ（第一・第二）・第二小学童クラブ・北諏訪小学童クラ

ブ・西落合小学童クラブ・南鶴牧小学童クラブは、学童クラブ内に施設が複数ありますが、各々の

施設に希望はできますか。 

 学童クラブの申請状況は、令和６年度中（令和７年３月入所分）まで有効ですので、第二希望以

降の施設に入所しながら（もしくは待機しながら）第一希望の施設を待っている状況という取扱い

です。現段階では決定した学童クラブにしか入所はできませんが、申請締切日ごとに再審査を行っ

ていますので、退所や取下げ等により定員に空きが出て、ご質問者様の順番になりましたら、順次

お声かけをさせていただきます。 

 また、他施設に入所して第一希望の施設を待つ場合も、自宅待機をしながら第一希望の施設を待

つ場合も、通年入所に関して有利・不利はありません。 

【大松台小第一・第二学童クラブについて】 

第一は、２階建ての施設で例年３年生以上の申請が多い傾向にあります。 

一方、第二は、平屋の施設で例年１・２年生の申請が多い傾向にあります。 

【第一小学童クラブ第一・第二・第三について】 

第一・第二は、多摩第一小学校内の施設で、例年１・２年生の申請が多い傾向にあります。 

第三は、多摩中学校内の施設で、例年３年生以上の申請が多い傾向にあります。 

 ご質問頂いた学童クラブは、複数施設を一体的に運営しているため各施設ではなく、学童クラブ

として希望を受付けています。 

 年度当初申請は、申請時期が早いほど優先されますか？ 

 決定通知が届きました。第一希望ではない施設に決定されたのですが、第一希望の学童クラブには

令和６年度は絶対に入れないのですか？ 

 令和６年３月３１日までは、基本的に早い期間に申請をした方が優先になります。（例えば、第

四期よりも第三期に申請した方が優先。）ただし、同申請期間内であれば、いつ提出していただい

ても優先順位は変わりません。（例えば、第一期の初日と最終日に提出した申請は同等に扱いま

す。） 
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 申請した内容に変更があります。どのような手続きをとればいいですか？ 

 学童の希望を変更したいのですが、どのような手続きをとればいいですか？ 

 申請を取り下げたいのですが、どのような手続きをとればいいですか？ 

 落合１丁目の地域です。 

 年度当初申請で保留になりましたが、５月以降の入所審査はどうなりますか？ 

 東落合小学童クラブの優先地域とはどの地域ですか。 

 令和６年５月分の入所審査から、申請時期に関わらず純粋な点数順に並び替えます。その後は、

毎月１０日の申請締切日ごとに申請者全員を再審査し、並び替えます。 

 「身上等異動届」に必要書類を添付してすみやかに届け出てください。書類は、各学童クラブ、

市役所児童青少年課または多摩市ホームページにて入手できます。届出の方法は、各学童クラブま

たは市役所児童青少年課へのご提出の外、インターネット・郵送での提出も受け付けております。

詳しくはP.１２をご参照ください。 

 「学童クラブ変更願」にて届け出てください。書類は、各学童クラブ、市役所児童青少年課また

は多摩市ホームページにて入手できます。届出の方法は、各学童クラブまたは市役所児童青少年課

へのご提出のほか、インターネット・郵送での提出も受け付けております。詳しくはP.９をご参照

ください。 

 なお、年度当初申請であれば各申請期間の締切日、年度途中であれば毎月１０日の申請締切日が

提出期限となりますので、ご注意ください。 

 「学童クラブ入所申請取下げ書」を入所予定月の前月末までに提出してください。書類は、各学

童クラブ、市役所児童青少年課または多摩市公式ホームページにて入手できます。届出の方法は、

各学童クラブまたは市役所児童青少年課への提出の外、インターネット・郵送での提出も受け付け

ております。詳しくはP.９をご参照ください。 
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令和６年度入所選考基準表① 

基
本
指
数 

学 年 

1年生 20 

2年生 18 

3年生 16 

4年生  12 

  5年生 ※ 10 

  6年生 ※ 8 

調 

整 

指 
数 

家
庭
の 

状
況 

ひとり親家庭等（母子家庭・父子家庭・両親不在・離婚調停中の場合で、書面により証明できる場合） +５ 

両親のいずれかが基準日現在単身赴任中であり、在職証明にて証明できる場合 +３ 

同居人の有無 20歳以上65歳以下 0、-2 

東落合小学童クラブを申請し、優先区域内に居住している場合 +1 

保 
護 
者 

の 

状 

況 

(

在
職
証
明
書
に
よ
る
勤
務
時
間
及
び
勤
務
日
数) 

勤
務
状
況 

居宅外労働 

（自宅又は同一建物ではない

場所に事務所等を設置してい

る場合又は施工等現場作業が

主な自営を含む） 

月２０日以上 

 勤務と休憩の合計が日中８時間以上 0 

 勤務と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -1 

 勤務と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -2 

月１６日以上２０日未満 

 勤務と休憩の合計が日中８時間以上 -1 

 勤務と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -2 

 勤務と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -3 

月１２日以上１６日未満 

 勤務と休憩の合計が日中８時間以上 -2 

 勤務と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -3 

 勤務と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -4 

居宅内労働 

月２０日以上 

 勤務と休憩の合計が日中８時間以上 -2 

 勤務と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -3 

 勤務と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -4 

月１６日以上２０日未満 

 勤務と休憩の合計が日中８時間以上 -3 

 勤務と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -4 

 勤務と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -5 

月１２日以上１６日未満 

 勤務と休憩の合計が日中８時間以上 -4 

 勤務と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -5 

 勤務と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -6 

 保護者のいずれかが市内認可保育所等・市内認証保育所または市内学童クラブに保育士等又は放課後児童 

 支援員として、月２０日以上、１日６時間以上就労（就労内定）していること（※１・※２） 
+1 

 保護者が就労の要件で申請し、介護・看護・疾病・心身障害のいずれかの要件が重複する場合 

 （２点を上限とする） 
0～+2 

就学 

（通学がある場合のみ） 

※通信教育等は要件なし 

月２０日以上 

 就学と休憩の合計が日中８時間以上 -2 

 就学と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -3 

 就学と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -4 

月１６日以上２０日未満 

 就学と休憩の合計が日中８時間以上 -3 

 就学と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -4 

 就学と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -5 

月１２日以上１６日未満 

 就学と休憩の合計が日中８時間以上 -4 

 就学と休憩の合計が日中６時間以上８時間未満 -5 

 就学と休憩の合計が日中４時間以上６時間未満 -6 

求職中 求職のため日中外出を常態としている場合（３ヶ月のみ） -14 

出産 出産月とその前後２ヶ月 -5 

疾病等（就労と重複しない場合） 疾病 

入院（入院期間中） 0 

居宅内疾病 

常時病臥 0 

精神的疾患・感染症・難病 -2 

一般療養 -5 

心身障害 
１・２級、度程度 0 

３・４級、度程度 -2 

看護・介護 

（就労と重複しない場合） 

 ※月１２日以上 

居宅外 

 被看護・介護者が心身障害１・２級、度程度、常時病臥、 

 または要介護度４・５認定者程度 
0 

 被看護・介護者が心身障害３・４級、度程度、難病 

 または要介護度２・３認定者程度 
-2 

 被看護・介護者が、上記以外の疾病で 

 看護・介護を必要とする場合 
-4 

居宅内 

 被看護・介護者が心身障害１・２級、度程度、 

 または要介護度４・５認定者程度 
-2 

 被看護・介護者が心身障害３・４級、度程度、 

 または要介護度２・３認定者程度 
-4 

 被看護・介護者が、上記以外の疾病で 

 看護・介護を必要とする場合 
-6 

災害  火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため、監護に当たれない場合 0 

その他  前各号に掲げるものの他明らかに監護にかけると認められた場合等  -16～+12 

基準日：令和６年度入所希望日（予定日） 
基本指数から調整指数（保護者のうち要件の低い方）を加減した数値を入所基準とし審査します。 

※４年生以上の場合は求職中の要件はありません。 

（※５、６年生は特別支援学校又は特別支援学級に通学している児童、その他の５、６年生は８月一時入所のみ申請可能） 
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令和６年度入所選考基準表② 

調 

整 

指 

数 

児
童
の
状
況 

申請児童が、 

特別支援学級、学校 

に通学している場合 
特別支援学級 
特別支援学校 

１～３年生 +５ 
４年生 +８ 
５年生 +９ 
６年生 +１０ 

申請児童が、 

身体障害者手帳等を 

持っている場合 

身体障害者手帳 

愛の手帳 
１種 +3 
２種 +1 

精神障害者 

保健福祉手帳 
１・２級 +3 
３級 +1 

●入所申請に虚偽があった場合は多摩市学童クラブ条例施行規則の規定に基づき入所承認を取消します。 

  

   
        

※計算方法：基本指数 ＋ 調整指数 【保護者の状況（父母のうちどちらか要件の低い方の要件を適用）＋保護者の状況以外の項目】 

 
※「その他」の要件にあたる場合は、その理由を明記し、指数を適用します。同様のケースがあった場合は、以前の指数を準用します。 
 

※入所保留者が出た場合、申請締切日ごとに入所保留者全員を再審査し、入所優先順位を決めます。 

 
 ※１ 「認可保育所等」とは、認可保育所・家庭的保育施設・小規模保育所・事業内保育所・認定子ども園（１号認定を除く）・企業主導型保 

    育所をさす。 
 ※２ 「保育士等」とは、保育に携わる保育士等（保育士、幼稚園教諭、保育教諭、小学校教諭、養護教諭、保健師、看護師、準看護師、 
    助産師）をさす。  上記有資格者のほか、子育て支援員研修を修了したものを含む。  
 

※20歳以上65歳以下の同居人が入所要件を満たす場合（就労、学生、疾病等）は、同居人欄の指数は0とします。 
 要件のない場合は、-2とします。  
 

※就職内定等の場合は、勤務時間・勤務日数等必要事項が在職証明書等で確認できる場合はそれを準用します。 
 確認できない場合は、指数の最低ランクとし審査します。 （例） 確認出来ない場合：居宅外労働は-4、 就学は-6   
 

※在職証明書等の各種証明書の発行が受付期日に間に合わない場合は、勤務時間・勤務日数等の要件を申請書の家庭状況書で確認し仮受 
 付します。但し受付締切り期日から起算して14日以内に在職証明書が児童青少年課に提出できない場合は各指数の最低ランクとし審  
 査します。  (例) 提出できない場合：居宅外労働は-4、  疾病等は-5  
 

※夜勤・不規則時間勤務の方については、日中勤務とみなして審査します。    
 

※育児休業は入所予定月の翌月１日までに復帰が決まっている場合のみ申請が可能です。 
 復帰後の勤務時間・勤務日数により審査します。復帰後に復職証明書を提出してください。 
 

※就労・就学において複数ヵ所で働いていたり二つ以上の要件を合算し審査する場合等は、指数の低い要件で審査します。 
 （例） ７時間の居宅外労働が１０日で４時間の居宅内労働が４日の場合などは、居宅内勤務要件を適用し、-6とします。   
 

※「保護者が就労の要件で申請し、介護・看護・疾病・心身障害のいずれかの要件が重複する場合（２点を上限とする）」については、  
 就労の要件がｰ６～-２点の場合に２点加点し、-１点の場合に１点加点します。就労の要件が０点の場合は加点しません。 
 

※入所基準の指数が同点で並んだ場合については、以下の順位で入所の決定をします。    

順位 就 労 等 の 状 況 
1 ひとり親家庭（母子・父子・両親不在） 
2 両親のいずれかが単身赴任・入院により不在 
3 児童の監護ができる同居者がいない場合 
4 児童が特別支援学校及び特別支援学級に通学又は 

身体障害者手帳等を所持している場合 

5 低学年順 
6 東落合小学童クラブを申請し、優先区域内に居住している場合 
7 保護者の帰宅時間の遅い順 
8 午後１時以降の就労時間の長い順 
9 １ヶ月の就労日数の多い順 

10 １ヶ月の総労働時間の多い順 
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学童クラブ配置図 

① 
⑪ 貝取小学童クラブ 

東寺方小学童クラブ第一・第二・第三  
⑫ 貝取学童クラブ 

② 第一小学童クラブ第一・第二 ⑬ 第二小学童クラブ第一・第二 

③ 第一小学童クラブ第三 ⑭ 諏訪学童クラブ 

④ 永山学童クラブ ⑮ 諏訪南学童クラブ 

⑤ 永山第二学童クラブ ⑯ 北諏訪小学童クラブ第一・第二 

⑥ 永山小学童クラブ ⑰ 西落合小学童クラブ第一・第二・第三 

⑦ 愛和小学童クラブ ⑱ 落合第二学童クラブ 

⑧ 愛宕南学童クラブ ⑲ 東落合小学童クラブ 

⑨ 連光寺小学童クラブ ⑳ 大松台小第一学童クラブ・大松台小第二学童クラブ 

⑩ 聖ケ丘学童クラブ ㉑ 南鶴牧小学童クラブ第一・第二 
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学童クラブ一覧 

No 学童クラブ名 住所 電話番号 運営法人 主な在籍校 特記事項 

① 
 東寺方小学童クラブ第一 

東寺方100 

東寺方小学校内 
372-7979  

バオバブ保育の会 東寺方小 ３施設一体運営 

第一・第二・第三は 

選べません  東寺方小学童クラブ第二 
 東寺方小学童クラブ第三 338-5338 

②  第一小学童クラブ第一 
関戸3-2-23 

多摩第一小学校内 375-7200 バオバブ保育の会 多摩第一小 
３施設一体運営 

第一・第二は選べません  第一小学童クラブ第二 
③  第一小学童クラブ第三 関戸3-19-1 

多摩中学校内 339-0344 バオバブ保育の会 多摩第一小 
④  永山学童クラブ 永山3-6 372-7980 多摩福祉会 永山小 児童館併設 
⑤  永山第二学童クラブ 永山5-18 371-4921 至愛協会 瓜生小 

  
⑥  永山小学童クラブ 永山2-8-1 

永山小学校内 376-7273 多摩福祉会 永山小 
  

⑦  愛和小学童クラブ 愛宕1-54 

愛和小学校内 372-7981 こばと会 愛和小 
  

⑧  愛宕南学童クラブ 愛宕3-5 372-1667 こばと会 多摩第三小 
  

⑨  連光寺小学童クラブ 連光寺3-64-1 

連光寺小学校内 372-7982 緑野会 連光寺小 
  

⑩  聖ヶ丘学童クラブ 聖ヶ丘2-21-1 

ひじり館内 371-8981 緑野会 聖ヶ丘小 
  

⑪  貝取小学童クラブ 貝取３-９ 

貝取小学校内 372-7983 多摩福祉会 貝取小 
  

⑫  貝取学童クラブ 貝取1-44-1 374-2551 多摩福祉会 豊ヶ丘小 
  

⑬  第二小学童クラブ第一 
和田75 

多摩第二小学校内 375-9955 大和会 多摩第二小 
２施設一体運営 

第一・第二は選べません 
 第二小学童クラブ第二 東寺方小 

⑭  諏訪学童クラブ 諏訪2-8 372-7985 至愛協会 諏訪小 児童館併設 
⑮  諏訪南学童クラブ 諏訪5-1 

諏訪複合教育施設内 375-3301 こばと会 諏訪小 
  

⑯  北諏訪小学童クラブ第一 
諏訪1-60-1 

北諏訪小学区内 
371-7511 

至愛協会 北諏訪小 ２施設一体運営 

第一・第二は選べません 
 北諏訪小学童クラブ第二 401-9440 

⑰ 
 西落合小学童クラブ第一 

落合5-6 

西落合小学校内 371-5920 こばと会 西落合小 ３施設一体運営 

第一・第二・第三は 

選べません  西落合小学童クラブ第二 
 西落合小学童クラブ第三 

⑱  落合第二学童クラブ 落合4-13 371-8060 こばと会 東落合小・西落合小 
  

⑲  東落合小学童クラブ 落合3－24 

東落合小学校内 372-3444 こばと会 東落合小 
  

⑳  大松台小第一学童クラブ 
鶴牧6-4 

大松台小学校内 
371-1151 

純心会 大松台小 ２施設一体運営 
 大松台小第二学童クラブ 371-8511 

㉑  南鶴牧小学童クラブ第一 
鶴牧5-43 

南鶴牧小学校内 
372-5733 

純心会 南鶴牧小 ２施設一体運営 

第一・第二は選べません 
 南鶴牧小学童クラブ第二 374-0223 
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希望学童クラブの選択について 

希望学童クラブ ※令和５年４月１日時点の定員の空き状況 ※第二希望以降で選択の多い学童クラブ 

東寺方小学童クラブ 空きなし 
第一小学童クラブ 

第二小学童クラブ 

第一小学童クラブ ６枠以上の空きあり 東寺方小学童クラブ 

永山学童クラブ ６枠以上の空きあり 永山小学童クラブ 

永山第二学童クラブ ６枠以上の空きあり 
永山学童クラブ 

貝取小学童クラブ 

永山小学童クラブ 空きなし 永山学童クラブ 

愛和小学童クラブ 空きなし 愛宕南学童クラブ 

愛宕南学童クラブ 空きなし 愛和小学童クラブ 

連光寺小学童クラブ 空きなし 
第一小学童クラブ 

聖ケ丘学童クラブ 

聖ケ丘学童クラブ 空きなし 
連光寺小学童クラブ 

諏訪南学童クラブ 

貝取小学童クラブ 空きなし 貝取学童クラブ 

貝取学童クラブ ６枠以上の空きあり 貝取小学童クラブ 

第二小学童クラブ ６枠以上の空きあり 東寺方小学童クラブ 

諏訪学童クラブ 空きなし 諏訪南学童クラブ 

諏訪南学童クラブ ６枠以上の空きあり 諏訪学童クラブ 

北諏訪小学童クラブ 空きなし 諏訪学童クラブ 

西落合小学童クラブ 空きなし 落合第二学童クラブ 

落合第二学童クラブ ６枠以上の空きあり 東落合小学童クラブ 

東落合小学童クラブ 空きなし 落合第二学童クラブ 

大松台小学童クラブ 空きなし 
南鶴牧小学童クラブ 

西落合小学童クラブ 

南鶴牧小学童クラブ 空きなし 
大松台小学童クラブ 

西落合小学童クラブ 

希望する学童クラブによっては定員を超える場合がございます。第二希望以降の選択もご

検討ください。第二希望以降の申請により不利になることはございません。 

※あくまでも参考であり、申請状況は毎年変わります。 

※学童クラブの最新の空き状況については、多摩市ホームページにて公開しております。 
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申請書類 申請の要件・状況 必要書類 チェック欄 

必須書類  全員共通  
学童クラブ入所申請書・家庭状況書【両面】  

学童健康調査表  

就労   

在職（内定）証明書（多摩市学童様式） 

※複数の仕事がある場合はすべて提出 

 

各要件の証明書類 

【 P.３、４を参照】  

直近二か月のシフト表（様式自由） 

※日によって就労時間や時間帯が変わる方のみ 

 

就労 

(個人事業主) 

上記2点＋直近の確定申告書の写し 
(事業所得が記載されており、税務署に申告しているもの） 

※困難な場合は、個人事業主であることが客観的に 

確認できる書類（開業届・営業許可証など） 

 

就学 
入学許可書や学生証のコピー等  

時間割等（就学日数・時間の分かる書類）  

疾病 
診断書（多摩市様式）または自立支援医療受給者証の

コピー 

 

障害 
各種手帳（身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保

健福祉手帳のコピー等） 

 

出産 母子手帳の分娩予定日が分かるページのコピー等  

看護・介護  

看護・介護要件申告書（多摩市様式）  

診断書（多摩市様式）または要介護認定証、身体障害

者手帳のコピー 

 

求職 
求職要件申告書（多摩市様式）またはハローワーク

カードのコピー 

 

該当する方のみ  

【P.４を参照】 

郵送で申請する 郵送申請確認表  

過去に学童に在籍

していた 
前（過）年度在籍者用チェック票 

 

２０歳以上６５歳

以下の同居者がい

る 

同居者の要件に該当する書類 

 

ひとり親家庭 ひとり親を証明する書類  

児童が愛の手帳等

を持っている 
各種手帳のコピー 

 

児童が特別支援学

校・学級に在籍

（予定） 

特別支援学級：「在籍（予定）学級の照会について」 

特別支援学校：学校が証明する通学証明書  

 

申請の前に、必要書類が全て揃っているかご確認ください。 

必要書類チェック表 
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申請書の書き方・コード一覧 

０１ 東寺方小 ０２ 永山 ０３ 永山第二 ０４ 愛和小 

０５ 愛宕南 ０６ 連光寺小 ０７ 聖ケ丘 ０９ 貝取 

１２ 諏訪 １３ 諏訪南 １４ 西落合小 １５ 落合第二 

１６ 大松台小第一※ １７ 第一小第一第二※ １８ 第二小 １９ 永山小 

２０ 南鶴牧小 ２１ 北諏訪小 ２２ 大松台小第二※ ２３ 第一小第三※ 

２６ 東落合小 ２７ 貝取小  

※大松台小学童クラブと第一小学童クラブについては、学童内で建物が分かれています。申請書にはそれぞ
れより強く入所を希望する一方の施設のみ記入してください。  
※ ：多摩第一小学校内が「第一第二」、多摩中学校内が「第三」です。第一第二は「１ .２年 
 生」が、第三は「３年生以上」が多い傾向にあります。  
※ ：２階建てが「第一」、平屋が「第二」です。第一は「３年生以上」が、第二は「１ .２年 
 生」が多い傾向にあります。 

０１ 和田 ０２ 一ノ宮 ０３ 東寺方 ０４ 百草 

１１ 関戸 １２ 貝取 １３ 桜ケ丘 １４ 乞田 

１５ 落川 ２１ 連光寺 ２２ 聖ケ丘 ２３ 馬引沢 

２４ 諏訪 ２５ 永山 ３１ 豊ケ丘 ３２ 南野 

３３ 落合 ３４ 鶴牧 ３５ 唐木田 ３６ 中沢 

４１ 愛宕 ４２ 山王下 ９９ その他  

●学童クラブコード 

●町名コード 

  希望学童クラブ 
※ 学童クラブ 

コード 

第1希望 第一小 第一・第二 学童クラブ 1 7 

第2希望 第一小 第三 学童クラブ 2 3 

第3希望 東寺方小                学童クラブ 0 1  

  希望学童クラブ 
※ 学童クラブ 

コード 

第1希望 第一小 第一・第二 学童クラブ 1 7 

第2希望 東寺方小 学童クラブ 0 1 

第3希望     

 より強く入所を希望する方の施設を記入し、第二希望以降にはもう一方の施設は記入しないでください。 

 両施設を書いても有利にはなりません。  

 審査については「第一小学童クラブ第一第二」と「第一小学童クラブ第三」の申請者の方をまとめて審査し、 

 希望状況をもとに各建物に割り振っていきます。

 ※大松台小学童クラブについても同様です。 
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●記入にあたって 

 

 １．申請書に記載の際は、記入もれや間違いがないよう十分ご注意ください。  

 

 ２．ペン等で記入し、鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。  

 

 ３．過去に学童クラブに在籍したことがある方は前（過）年度在籍者チェック表を 

   添付してください。 

 

 ４．通年入所か８月一時入所かについて、希望する方に○をしてください。  

 

 ５．第１号様式「学童クラブ入所申請書欄のコード」については、入所希望学童クラブ、 

   町名、学校コードを表から選んで番号を記入してください。 

 

 ６．入所希望学童クラブは、出来るだけ第三希望までご記入ください。 

   第１希望の学童クラブにただちに入所できない場合は、第２・第３希望の学童クラブ 

   の入所審査をします。第２・第３希望に入所決定された場合は、通所しなが ら第１ 

   希望を待つことになります。第２・第３希望の記入がない場合、どこにも通わずに自宅 

   で待つことになります。  

 

 ７．東寺方小学童クラブ・第一小学童クラブ・第二小学童クラブ・北諏訪小学童クラブ・ 

   西落合小学童クラブ・大松台小学童クラブ・南鶴牧小学童クラブは複数施設を一体的に 

   運営するため複数施設の総定員で入所審査を致します。 

   そのため、希望欄に記入する場合は「東寺方小学童クラブ」、「第一小学童クラブ」、 

   「第二小学童クラブ」、「北諏訪小学童クラブ」、「西落合小学童クラブ」、「大松台 

    小学童クラブ」または「南鶴牧小学童クラブ」とご記入下さい。 

０１ 多摩第一小 ０２ 多摩第二小 ０３ 多摩第三小 ０５ 瓜生小 

０６ 愛和小 ０７ 諏訪小 ０８ 連光寺小 ０９ 永山小 

１０ 北諏訪小 １１ 東寺方小 １４ 東落合小 １６ 貝取小 

１９ 豊ケ丘小 ２０ 南鶴牧小 ２２ 聖ケ丘小 ２３ 西落合小 

２４ 大松台小 ２５ その他  

 

●学校コード 



  

 


